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　     　                いきいき四国通信Vol.６６

　　　　　　　　　　（四国地方整備局からのメッセージ）

　　　　　◆◆◆四国地方整備局トピック　２０１５．８．６◆◆◆

****************************************************************************

　～私の「ゆう活」～  （ワークライフバランス推進月間）
                                  
　私も７月・８月に「ゆう活」を行いましたが、最初は、「ゆう活」ってなんだろう
から始まり（そのような性格からか）、「ゆう活」に至る経緯をまず調べてみました。

　平成２６年１０月１７日に「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」に
おいて、超過勤務縮減キャンペーン週間を改組して、働き方改革を具体化し、超過勤
務縮減のみならず、テレワークの推進や休暇の取得促進などを集中的に行う期間とし
て、平成２７年７月・８月を「ワークライフバランス推進強化月間」として実施する
ことが決定し、平成２７年２月１２日の内閣総理大臣施政方針演説における「昼が長
い夏は、朝早くから働き、夕方からは家族や友人との時間を楽しむ。夏の生活スタイ
ルを変革する新たな国民運動を展開します。」との方針の下で、内閣人事局から、ワ
ークライフバランス推進強化月間中の取り組みとして、「国家公務員における「夏の
生活スタイル変革」（朝方勤務と早期退庁の勧奨）の実施方針」が示されました。こ
の段階では「ゆう活」という言葉はなく、平成２７年４月２４日の「「夏の生活スタ
イル変革」に関する次官級連絡会議」において、「夏の生活スタイル変革」の通称を
「ゆう活」とすることが決定したのです。確かに「夏の生活スタイル改革」として展
開するより「ゆう活」の方がより浸透するよい言葉だと思いました。

　ここからが、私の「ゆう活」という本題となりますが、「ゆう活」の目標とすると
ころは、「個々人がライフスタイルに合わせて仕事ができるようになること」であり、
これといったライフスタイルが身についていない私は、まずは朝早くから働き始め、
夕方は早く帰り何をするか何ができるかやってみることにしました。

　早く帰ったから妻に変わって夕食をつくるとかはしませんでした（した方がよかっ
たかな？）が、妻が毎日はしていない（ためているというか滞っている？）と思われ
る洗濯物をたたんだり、ワイシャツのアイロン掛けをしたり（普段からしてはおりま
すが…。）、妻が夕飯を作っている間にごろごろしていないでジョギングしたり（こ
れも普段しておりますが…。）してみました。帰宅してから夕飯まで何もせずテレビ
を観ているよりはそれなりの評価（妻の笑顔？）があったと感じました。

　「ゆう活」を実施するにあたって、もう一つ考えなければならないこととして、夕
方早く帰るためには仕事の仕方をどう工夫するかということだと思います。私は管理
職でありますので、職員が効率よく業務を執行できるよう一人一人に考えてもらった
り、アドバイスできることがあればアドバイスしていくようにしていました。

　今回、「ゆう活」ということに向かい合ってみて、「仕事」と「生活」がそれぞれ
どうあるべきかということを考えさせられたわけですが、どちらも道半ばのような気
がするのは私だけでしょうか？

　私は高齢でもあり、定年後のライフスタイルはどうあるべきかは直面している課題
であります。ある先輩から、退職して妻と一緒の時間が増えたせいか妻の調子がいま
いちという話を聞きましたが、そうならないようしっかり考えて準備していきたいと
思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四国地方整備局　
                                                      用地部長　小池　英雄

****************************************************************************

■「平成２７年度　四国地方整備局管内技術・業務研究発表会」について（報告）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【企画部　企画課】
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　７月２２日、２３日の２日間、「平成２７年度　四国地方整備局管内技術・業務研
究発表会」を高松サンポート合同庁舎にて開催しました。

　開会にあたり、四国地方整備局長から「発表会を通して組織全体の技術力が向上す
ることが大切」との挨拶がありました。

　発表会では、イノベーション部門、アカウンタビリティ部門、一般部門の３部門４
５題が発表されました。２日間で延べ約５００名の聴講のもと、全ての発表がつつが
なく行われました。

　発表後には、企画部長（論文審査委員長）からの講評、次長兼総務部長から１５名
の優秀論文賞受賞者への表彰状授与及び閉会挨拶で２日間の発表会を締めくくりまし
た。

　アイプラザではパネル展を開催し、「インフラのストック効果」のパネルをお披露
目しました。また、大学や民間による「技術開発・新技術発表会」が同時開催されま
した。技術開発の発表では、徳島大学大学院・塚越助教から「近赤外分光法を用いた
微破壊でのポリマーセメント系断面補修材の劣化度調査手法の提案」、香川大学危機
管理研究センター白木特任教授・センター長からは「大規模災害時における建設業の
早期復旧作業配分策定支援に関する調査研究」の発表が、新技術では昨年の建設フェ
アで注目技術賞を受賞した新技術の発表が行われました。

****************************************************************************

■中学校の進路指導担当教諭が高松サンポート合同庁舎を見学
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【企画部　企画課】

  ７月２９日（水）に、香川県中学校教育研究会高松支部進路指導部会、いわゆる高
松市、直島町、三木町の中学校の進路指導の先生２６人を対象に、夏季研修会の一環
で四国地方整備局の事業説明と施設見学を行いました。

  事業説明では、高松サンポート合同庁舎の広域防災拠点としての役割や、四国地方
整備局の業務内容、キャリア教育について説明しました。施設見学では、災害対策室、
北館制震構造、南館新築工事見学、情報通信アンテナ見学、そしてヘリポートを見学
しました。

　冒頭、進路指導部会長の増田鶴尾中学校長から災害対策本部長さながらに開会挨拶
をしていただきました。

　事業概要説明として「サンポート合同庁舎の役割」について企画課長補佐が、建築
物についての補足説明を営繕部官庁施設防災対策官が説明しました。その後、合同庁
舎北館１３階の制震構造を見学し、エレベータホールから合同庁舎南館工事を、更に
屋上に上り大型パラボラアンテナとヘリポートを見学しました。
　
　災害対策室に戻った後「四国地方整備局の仕事」と「キャリア教育」について企画
課長が説明し、四国地方整備局が中学生に提供できるツールを中心に紹介しました。
　　
　質疑応答においては、「シールドトンネルの構造はなぜ丸いの」「昨年８月の台風
の時、高知に合宿にいったら通行止めで帰れなくなった。通れる道路の情報はどのよ
うにすればわかるのか？」など、活発な質問が出されました。

　閉会挨拶では、「見聞きしたことを各学校に持ち帰り活かすように。」との増田部
会長の言葉で締めくくられました。

****************************************************************************

■「海の日」海事功労者等表彰式について
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【港湾空港部　総務室】

　平成２７年７月２１日（火）高松市内のホテル会場にて、四国運輸局・四国地方整
備局・高松海上保安部合同の平成２７年「海の日」海事功労者等の表彰式が行われ、

ページ(2)



いきいき四国－8月配信版.txt
以下の方々に伝達及び表彰を行いました。

◇国土交通大臣表彰

　・海事関係事業の功労　(有)讃海　潜水士　細谷　壇　氏
　・海をきれいにするための一般協力　河原　久美子　氏

◇四国地方整備局長表彰

　・港湾等の振興発展の功労　（一社）ＣＳ阿波地域再生まちづくり　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　松本　真樹　氏
　　　　　　　　　　　　　　種崎地区津波防災検討会

　・工事安全施工の功労　若築建設(株)　山田　裕司　氏
　　　　　　　　　　　　久保建設(株)　佐古田　昌二　氏

　・その他の功労　タチバナ工業(株)取締役会長　中村　康一　氏
　　　　　　　　　(有)ユーアス代表取締役　馬越　昭彦　氏

　・海をきれいにするための一般協力　三豊市立仁尾中学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛南町立内海中学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　西条市立楠河小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　伯方たばこ販売協同組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　武知　隆　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　末男　氏
　
****************************************************************************

■上老松地区整備事業　竣工式を開催
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大洲河川国道事務所】

　肱川による浸水被害を防ぐために、大洲河川国道事務所と愛媛県、大洲市が連携し
て整備を進めてきました上老松地区整備事業がこのほど竣工し、平成２７年６月２８
日（日）愛媛県大洲市長浜町上老松地先にて、記念碑除幕式及び竣工式が執り行われ
ました。
　
　今回整備を進めてきた上老松地区は、肱川の河口から約２．５ｋｍに位置する箇所
で、両岸に山脚が迫っている狭隘地区であることから、貴重な宅地などの消失を最小
限にとどめ、地域住民の生活環境を存続させるため、築堤方式に代わり、土地利用一
体型水防災事業による宅地嵩上げにより、治水対策を実施しました。

　なお、本事業の実施にあたっては、宅地嵩上げに合わせ、大洲市による土地区画整
理事業を実施するとともに、愛媛県による県道改良事業、新大和橋架橋事業も併せた
三者の連携協働により実施しました。

　事業中、嵩上げによる地盤沈下が発生するなど困難を極めた事業となりましたが、
用地関係者のご理解や関係職員の努力により、８年の歳月をかけて、安全で快適な住
環境が整備出来ました。これにより、上老松地区では戦後最大洪水とピーク流量が同
規模の洪水が発生しても、甚大な浸水被害を解消することが可能となります。

　竣工式には、地元選出の国会議員、県・市議会議員をはじめ、地元の用地協力者、
工事関係者など約１２０名の方々にご出席頂き、四国地方整備局長からの式辞に始ま
り、愛媛県知事、大洲市長による挨拶、地元国会議員の方々及び愛媛県議会議長から
のご祝辞、大洲河川国道事務所長による事業経過報告を行いました。

　愛媛県知事及び大洲市長からは、洪水の心配がない地区が出来た、地区の安心度が
高まった等のお言葉を頂き、自治会長からは、大雨でもこれで安心できるとの発言も
ありました。

　また、竣工式前には、竣工を記念し建立された記念碑の除幕式を実施するとともに、
竣工式後には、セレモニーとして、式典出席者に加え地元の大和小学校から１０名の
参加も頂き、くす玉開披及び風船飛ばしを実施し、晴天のもと、無事式典を終えるこ
とが出来ました。
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　大洲河川国道事務所では、今後も安全で安心な地域を実現するとともに、地域の発
展が促進されるよう、引き続き肱川の河川整備事業を着実に進めてまいります。

****************************************************************************

■中学生が松山河川国道事務所の仕事を体験しました
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【松山河川国道事務所　計画課】

　７月２日、松山市内の中学２年生２名が、道路事業の現場やダム管理などの松山河
川国道事務所の仕事を体験しました。これは、松山河川国道事務所が平成２０年度よ
り、中学校からの依頼に基づき将来を担う学生の「進路学習の一環」また「総合的な
学習の時間」への支援として、職場体験学習を受け入れているものです。

　生徒たちは、松山河川国道事務所４階の災害対策室で、事務所の事業概要や災害対
策の説明を聞き、実際にＣＣＴＶカメラの遠隔操作や庁舎の免震構造などを見学しま
した。

　松山外環状道路の工事現場では、測量や構造物の鉄筋結束作業などを体験し、石手
川ダム管理支所では、ダム操作などの説明を受けました。

　現場では、マスコミの取材もありましたが、２人とも少し緊張しながらも、しっか
りと取材に応じていました。

　生徒からは、「現場は思っていた以上に大きくて迫力があった。」「地下の部分ま
で仕組みが理解できて面白かった。建設業に興味を持つことができた。」などの感想
が聞かれました。

　今回の職場体験を通じて、生徒たちが将来の建設業を担う人材になってくれること
を期待します。

****************************************************************************

■全国一斉社会実験　水辺関心創造アクション
　　「水辺で乾杯」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【河川部　河川管理課】

　国土交通省では「ミズベリング・プロジェクト」の一環として、かつての賑わいを
失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を創造していくため、水辺に対する
社会の関心を高め、様々な立場からの参画を得るための取り組みを推進しています。

　７月７日は、ミズベリング・プロジェクトの一環として七夕の夜を水辺で楽しむた
め「水辺で乾杯（ＭＩＺＣＡＮ）」を実施しました。

　このイベントは、全国一斉社会実験と称して、
　・水辺の楽しさ、美しさ、優雅さ、風流さ、静けさなどを改めて感じ取ってもらお
　　う。
　・水辺で何が出来るのか、何が出来そうなのか、具体的なイメージを感じ取っても
　　らおう。
　・今ひとつ躊躇しがちな水辺の活性化に、具体的なアクションを加えよう。
　と言う趣旨で企画されました。

　水辺に人が集い、日常の風景を少し変えてみるシンプルなプログラムです。四国地
方整備局だけでも１００人を超える参加者となりました。

　今後も、水辺に対する社会の関心を高めるため、様々なイベントに積極的に取り組
んでいく予定です。

****************************************************************************

■８月は「道路ふれあい月間」です。
　８月１０日は「道の日」です。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【道路部路政課・道路管理課】

《　いい出会い　いい道からの　贈り物　》

　平成２７年度「道路ふれあい月間」推進標語入選作品　
　一般の部（最優秀賞）【Ｈ２７代表標語】　　　　　友久　健　さん　（神奈川県）　
　
　国土交通省では、毎年、「道路ふれあい月間」の行事の一環として、改めて道路の
役割・重要性について考えていただくことを目的に、広く一般から本月間の推進標語
を募集しています。

　平成２７年度は全国から５，３０８点の応募があり、本作品が代表標語に選定され
ました。

・「道路ふれあい月間」について
　「道路ふれあい月間（平成１３年度より「道路をまもる月間」から名称変更）」は、
８月１日から８月３１日までの１箇月間、道路を利用している国民の方々に改めて道
路とふれあい、道路の役割及び重要性を再認識していただき、さらには道路をいつく
しむという道路愛護活動の推進及び道路の正しい利用の啓発を図り、道路を常に広く、
美しく、安全に利用する気運を高めることを目的として、国土交通省が中心になり、
昭和３３年より毎年実施されています。道路管理者は、当月間において、より多くの
方々が道路の役割及び重要性を十分理解し、自主的かつ積極的に各種運動に参画して
いただけるよう努めることとしています。

・「道の日」について
　道路は、国民経済を支え、国民生活を維持するために欠くことのできない基本的な
社会資本施設ですが、あまりにも身近な存在であるため、その重要性が見過ごされが
ちです。そこで、道路の意義・重要性について、国民の皆様に関心をもっていただく
ことを目的として、昭和６１年に８月１０日を「道の日」に選定しました。８月１０
日を選定した理由は、大正９年８月１０日に、我が国で最初の道路整備についての長
期計画である第１次道路改良計画が実施されたことと、８月１日～３１日が「道路を
まもる月間（現在の「道路ふれあい月間」）」の期間中であったこと、などによりま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
****************************************************************************
　四国地方整備局ＨＰ　

　　http://www.skr.mlit.go.jp/
　
****************************************************************************　
　「いきいき四国通信」に関するご意見等がありましたら、下記メールアドレスまで
  お寄せ下さい。

　　mailto:skr-seibikyoku@mlit.go.jp
    《平成２７年２月からメールアドレスが変わりました》

**********************「いきいき四国通信」事務局 ***************************
　「いきいき四国通信」の配信中止・配信先変更のご希望がありましたら、事務局
　までご連絡頂きますようお願いします。

　　国土交通省　四国地方整備局　企画部
　 【担当】石井（内３１２６）、仙波（内３１７６）
    〒７６０-８５５４　高松市サンポート３番３３号
    電話(０８７)８５１-８０６１／FAX(０８７)８１１-８４０８
    mailto:skr-seibikyoku@mlit.go.jp
　　《平成２７年２月からメールアドレスが変わりました》
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